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明治中期香川県における「讃岐三白」誕生の背景  
―明治期香川の勧業政策と伝統産業衰頽挽回策との関連性においてー  

                                                    

                        高松大学   溝渕利博  

 

はじめに  

 

こ れ ま で 香 川 県 の 特 産 品 紹 介 で は 「 江 戸 時 代 か ら 『 讃 岐 三 白 』 と し て 知 ら れ た

砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 の 生 産 が 盛 ん で あ っ た 」 と い う 記 述 が 一 般 的 に な さ れ て き た が 、 肝

心 の 「 讃 岐 三 白 」 と い う 歴 史 用 語 が 江 戸 時 代 か ら 本 当 に 使 わ れ て い た か ど う か に

つ い て の 検 証 は ま だ な さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 。 従 っ て 歴 史 の 専 門 家 の 間 で

は、「讃岐三白」という用語の使い方については極めて慎重に取り扱ってきた経緯

が あ る 。 事 実 管 見 の と こ ろ 、 江 戸 時 代 の 関 係 史 料 等 に は 「 讃 岐 三 白 」 と い う 用 語

が使われた形跡は見当たらない。  

そ こ で 、 本 稿 で は 「 讃 岐 三 白 」 と い う 用 語 が 一 体 い つ ご ろ 、 ど う い う 時 代 背 景

のもとで、如何なる目的をもって使われ始めたのかを歴史的に検証してみたい。  

 

１ .江戸期讃岐における特産品の紹介方法とその時代的変遷  

 

１）江戸前期―個別産品を讃岐の名物・土産として紹介―  

①松江重頼『毛吹草』正保２年（ 1645）（ １ ）  

「 巻 第 四  名 物  讃岐  石 蛤 、忘 貝 、 魚嶋 鯛 ・ 鰆 、小 豆 嶋 煎海 鼠 、 引 田 海

鼠腸、八嶋平家蟹、志度浦濱松」  

②小西可春『玉藻集』延宝５年（ 1677）（ ２ ）  

  「 名 物  圓 座 、 檀 紙 、 魚 嶋 の 鯛 ・ 鰆 、 鰆 子 、 忘 貝 、 小 豆嶋 煎 海 鼠 、 引 田 海

鼠 腸 、 志 度 浦 の 濱 松 ・ 同 浦 海 松 布 、 屋 嶋 蠏 、 石 蛤 、 塩 飽 ノ あ は ひ 貝 ・ 同

所の若和布、引田・津田浦の鯷鹽辛、郷東の鰺・同所の大根、牛川牛蒡、

幡 羅 大 根 、 と し の り 米 、 男 間 ・ 女 間 両 池 の 鰤 、 河 東 ・ 勝 間 ・ 鹽 入 ・ 安 原

の 煙 草 、 乃 生 ノ 煙 草 、 小 豆 嶋 比 登 山 煙 草 、 吹 上 ノ も み た は こ 、 志 度 の 鋳

物 師 、 鵜 足 津 銲 鍛 冶 、 よ し 岡 の 土 器 、 潟 元 鹽 、 金 毘 羅 の 丸 糖 、 津 田 の 穂

蓼 、 神 前 の 新 米 、 仁 尾 の 煎 茶 、 引 田 の 趕 網 、 笠 居 ・ 庵 治 浦 の 中 高 網 、 黒

麻呂酒、龍馬の瓢、雉子、白鷰」  

③菊本賀保『日本國花萬葉記』難波書林、元禄１０年（ 1697）（ ３ ）  

「 讃 岐 國 郡名 物 之 類  圓 座  石蛤  忘 貝  鯛  鰆  煎 海 鼠  海 鼠 腸  平 家

蟹  濱松」  

④寺島良安編『和漢三才図会』正徳２年（ 1712）（ ４ ）  

「讃岐国土産  圓座、石蛤、忘貝、鯛、馬鮫、海鼠腸、熬海鼠、平家蟹」  

 

１ ７ 世 紀 初 頭 か ら １８ 世 紀 前 半 に か け て、 讃 岐 の 特 産 品 の 特色 は 、 前 代 か

ら の 讃 岐 の 特 産 品 であ っ た 円 座 と 瀬 戸 内海 で 獲 れ る 魚 介 類 が多 か っ た こ と で

あ る 。 讃 岐 で は 、 まだ こ の 時 期 米 作 が 経済 の 中 心 で あ り 、 特定 産 品 に 特 化 し

た 国 産 奨 励 政 策 を 進め る 状 況 に な か っ たも の と 考 え ら れ る 。従 っ て 讃 岐 の 特

産 品 の 紹 介 に つ い ても 、 従 前 か ら 讃 岐 の特 産 で あ っ た 魚 介 類な ど の 個 別 産 品

を 讃 岐 の 名 物 ・ 土 産と し て 順 番 に 並 べ て紹 介 す る 形 式 の 段 階に あ っ た と い え

る。   

２）江戸中期―新規の特産品を加えて郡別に讃岐の産物として紹介―  

①増田休意編『讃州府志』（『翁嫗夜話』）延享２年（ 1745）（ ５ ）  

  「 巻 之 二  大 内 郡 産 物  鰯 醢  海 參  趕 網  海 參 腸  水 晶  礪  茅 履  歯 朶

著  巻 之 三  寒 川 郡 産 物  鱓 魚  津 田 ノ 蓼 穂  遊 良 山 兔  濱 松  海 松 布  
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宮 谷 砺  滑 石  黄 土  硯 石  水 精  寒 水 石  金 剛 砂  津 田 鰯 醢   雨 滝 山

川 椒  巻 之 四  三 木 郡 産 物  竹 并 筍  白 山 箕  雄 井 間 ・ 雌 井 間 鮒  牟 禮 郷

鹽  原 郷 莱 菔  潟 元 鹽  屋 島 浦 海 參  平 家 蟹  巻 之 六  香 東 郡 産 物  安 原

煙草  音川鮒」  

②木村孔恭『日本山海名産図会』寛政１１年（ 1799）（ ６ ）  

  「巻之二  豊島石  巻之三  鰆  他州鯛網  鮪  讃岐平家蟹  巻之四  生海

鼠」  

③「玉井三郎右衛門建議」享和元年（ 1801）（ ７ ）  

 「享和元年辛酉玉井三郎右衛門建議する所、富国之御主意に而、御国産之品々

増殖方厚く御手当被下候、［中略］米・綿・雑穀・塩・砂糖其餘御国産之品々

を御買上げに致、江戸大坂竝諸国之湊々へ積送り売捌せ」  

 

享保２０年（ 1735）に、幕府が諸藩に対して産物帳の提出を命じた頃から（ ８ ）、

各 藩 で は 領 内 の 新 産 物 や 資 源 の 開 発 に 関 心 が 集 ま っ て い る 。高 松 藩 で も 延 享 ４

年 （ 1747） に 「 砥 石 ・ 雲 母 ・ 新 陶 器 ・ 櫨 ・ 滑 石 ・ 硯 石 」 に つ い て 「 今 度 吟 味 の

上 所 々 よ り 見 出 し 、 并 び に 出 来 の 品 々 ニ 候 間 、 油 断 無 く 見 守り 、 此 の 後 御 用 立

て 御 為 ニ も 相 成 り 候 様 仕 方 等 気 を 付 け 、 取 り 計 ら い 申 す べ し」 と 命 じ 、 さ ら に

「 右 の 外 何 ニ 寄 ら ず 、 振 起 の 産 物 の 外 、 是 ニ 准 し 候 物 は 、 同様 相 心 得 吟 味 を 遂

げ申すべし」として領内新産物の発見に努めている（『穆公外記』河野家文書）。  

一 方 、 丸 亀 藩 で は 元 禄 ８ 年 （ 1695） に 城 下 夜 間 の 綿 打 ち を 禁 止 し 、 宝 永 元 年

（ 1704） に は 「 生 綿 売 買 旅 客 、 在 へ 出 で 候 事 堅 く 停 止 」 す る な ど 、 綿 作 が 盛 ん

で、多くの領外商人が丸亀領内で生綿を買い付けていたことが分かる （ ９ ）。そ

して文化４年（ 1807）には「御当国御存じ下させられ候通り、木棉売代より外、

他 国 よ り 銀 入 り 候 義 は 御 座 無 く 」 と 記 さ れ 、 木 棉 が 領 内 随 一の 国 産 品 と な っ て

いることが分かる。   

こ の よ う に １ ８ 世 紀 中 頃 か ら 、 讃 岐 で は 領 内 新 産 物 の 発 掘 や 国 産 奨 励 な ど が

行 わ れ た 結 果 、 前 代 か ら の 魚 介 類 に 加 え て 、 鉱 物 資 源 な ど の新 た な 特 産 品 の 数

が 増 え て き た 。 従 っ て こ の 時 期 の 特 産 品 の 紹 介 に つ い て も 、特 産 品 の 多 様 化 に

伴 い 、 郡 別 に 特 産 品 を 分 類 し て 、 産 物 と し て そ の 産 地 な ど がわ か る よ う に 列 記

する形式に変わってきている。  

３）江戸後期―特別な国産品を取り上げて紹介―  

①小川顕道『塵塚談』文化１１年（ 1814）（ 10）  

「 別 し て 讃 岐 国 産 は雪 白 の 如 く 、 舶 来 にい さ ゝ か お と ら す 、文 化 元 年 の 頃 よ

りして菓子の類に商人とも専ら用ゆ」（下線引用者）  

②『高松藩記』文政１１年（ 1828）（ 11）  

「 砂 糖 ・ 綿 を 初 諸 御 国 産 物 を 銀 札 を 以 て 御 買 上 に 致 、 上 方 他 国 へ 積 廻 し 売 捌

せ」（下線引用者）  

③大蔵永常『広益国産考』弘化元年（ 1844）（ 12）  

「 其 後 に 讃 岐 國 に 作り 出 せ し が 、 製 法 上手 な れ ば 三 品 の 上 白迄 も 出 来 て 、 一

廉の国産となり、大坂へ出すに其代料幾萬両といふ数をしらず」（下線引用

者）  

④津坂木長『丸亀繁盛記』天保年間（ 1830～ 44）（ 13）  

「 国 々 へ 積 出 す 雪 綿は 、 大 与 が か ど さ きに 山 を な し 、 夕 陽 に照 ら さ れ て は 、

ひ ら の 高 根 を 争 ふ 景色 。 [中 略 ]只 商 の 堅固 な る は 、 忝 く も 国産 第 一 の 綿 に

は如かじ」（下線引用者）  

⑤梶原藍水『讃岐国名勝図会』嘉永 ７年（ 1854）（ 14）  

「凡例  一、当国産物甚だ多し。砂糖・塩・小豆等のごときは、天下に冠た

る事偏く世のしる処なり」（下線引用者）  

 

讃 岐 の 各 藩 で は 特 定 産 品 の 国 産 奨 励 と 国 産 統 制 が 実 施 さ れ 、 こ の 頃 に な る と
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高 松 藩 の 砂 糖 ・ 綿 、 丸 亀 藩 の 綿 な ど が 名 物 特 産 品 と し て 全 国的 に 知 ら れ る よ う

に な っ た 。 特 に 讃 岐 の 砂 糖 は 高 品 質 で 有 名 と な り 、 そ の 後 文 政 １ １ 年 （ 1828）

頃には、砂糖と綿が高松藩の２大特産品となっている （ 11）。丸亀藩でも綿が天

保年間に国産第１の特産品となり （ 13）、安政２年（ 1855）には領内に産物会所

を 増 設 し て 、 綿 ・ 砂 糖 ・ 葉 藍 な ど 主 要 産 物 の 国 産 統 制 を 強 める と と も に 、 翌 年

（ 1856）には当年限りとして綿・砂糖・葉藍の産物趣法金納を行うなど （ 15）、

国産品の中での特化も始まっている。  

こ の よ う な 社 会 情 勢 の 変 化 の 中 で 、 特 産 品 の 紹 介 も 、 丸 亀 藩 が 領 内 の 物 産 調

査を行い『西讃府志 』（ 16） を編纂するなど新しい動きもあった が、多くはこれ

ま で の よ う な 網 羅 主 義 で は な く 、 特 定 の 国 産 品 を 特 別 に 取 り上 げ て 紹 介 す る 形

式に変わっていった。併せて、特産品の名称も江戸前期の「名物」「土産」から

江 戸 中 期 の 「 産 物 」 を 経 て 、 こ の 時 期 に は 「 国 産 」 と い う 用語 が 頻 繁 に 使 わ れ

る な ど 、 各 時 代 に お け る 特 産 品 に 対 す る 見 方 や 捉 え 方 が 大 きく 変 化 し て い る こ

とが分かる。  

 

２  明治期讃岐香川における特産品の紹介方法とその時代的変遷  

 

１）明治前期―特産品を３つに絞って紹介（「米・塩・棉」と「甘蔗（黍糖）・

食塩・棉花」の併存時代）－  

①「明治７年諸国物産表」（ 17）  

  「名東縣阿波国・讃岐国・淡路国  白砂糖  1,056、850 斤  黒砂糖  1,075、

106 斤  塩  374,716 石  綿  3,384,292 斤 [下略 ] 」（下線引用者）  

②床井弘他編『日本産物誌』（日本地誌略物産弁）明治 ８年（ 1875）（ 18）  

 「讃岐国物産  石炭  硝石  蕎麦  小豆  茶  砂糖  塩  木綿  

 附録  石材・烟草・鰮塩辛・醤油・瓶・団扇 」（下線引用者）  

 ③「興民社勧業部規則」明治 １１年（ 1878）（ 19）  

「 我 興 民 社員 有 志 ノ者 協 謀 シ 株金 ヲ 募 集シ 勧 業 部 ト称 シ 、 育蔗 製 糖 販 売 資

金 等 ノ 方 法ヲ 編 算 施行 シ 、 其 資金 ノ 増 額ス ル ニ 随 ヒ漸 々 米 ・塩 ・ 綿 三 品 ノ

勧 業 ニ 及 ホシ 、 再 ヒ民 力 ヲ 旧 藩隆 盛 ノ 時ニ 回 復 シ 国力 ヲ 裨 補シ 、 共 ニ 幸 栄

福祉ヲ悠久ニ保全セントス」（下線引用者）  

④「高松商法会議所ノ設立」明治 １３年（ 1880）（ 20）  

  「 抑 モ 我 カ 高 松 地 方 ノ 如 キ 古 ヘ ヨ リ 甘 蔗 ・ 食 塩 ・ 綿 ノ 三 種 ハ 殊 ニ 其 地 味 ニ 適

応 シ テ 頗 ル 豊 殖 セ ル 而 已 ナ ラ ズ 、 其 品 格 モ 亦 大 ヒ ニ 地 方 ノ 比 類 ニ ア ラ サ ル

コトハ普ク世人ノ知ル所ナリ」（下線引用者）  

⑤「県政引渡演説書」 明治１３年度（ 1880）（ 21）  

「物産ノ著名ナルモノハ讃岐ニ在テハ黍糖・食塩・綿花、伊予ニ在テハ銅鉱

櫨実楮紙木綿等ヲ以テ最トス」（下線引用者）  

 

民 部 省 が 明 治 ３ （ 1870） 年 ９ 月 に 「 土 地 物 産 ノ 多 寡 ヲ 検 数 致 候 ハ 、 政 典 ノ 急

務 ニ シ テ 、 國 力 ノ 厚 薄 貧 富 ヲ 鮮 明 ス ル 處 」 と し て 、 各 府 県 に管 内 の 物 産 調 査 を

漏れなく行うよう命じ、その調査結果を「明治７年府縣物産表」に纏めている。

そ れ に よ れ ば 、 讃 岐 は 当 時 名 東 縣 に 属 し て い た が 、 砂 糖 は 全国 １ 位 で 、 塩 が 全

国２位であった （ 17）。これが明治９年（ 1876）以降になると、調査対象が農産

物に限定された「全国農産表」となり、米・麦など主食に属する普通農産物と、

實綿・甘蔗・食塩など地方限りの 特有農産物に分けて載せられた。「明治１０年

全 国 農 産 表 」 に よ る と 、 讃 岐 国 全 体 で は 普 通 農 産 物 ８ ５ ％ に対 し て 特 有 農 産 物

は １ ５ ％ の 割 合 で あ り 、 普 通 農 産 で 多 い の は 米 と 甘 薯 で 、 特有 農 産 で 多 い の は

甘蔗と藍葉・實綿・食塩・乾鰛の５品であったが、「明治１３年全国農産表」に

な る と 、 特 有 農 産 は 甘 蔗 と 實 綿 ・ 藍 葉 ・ 食 塩 の ４ 品 に な っ てい る 。 明 治 １ ３ 年

の『愛媛県統計書』によれば、讃岐国の全物産中、生産額 １位は米、２位は麦、
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３ 位 は 甘 蔗 で あ っ た 。 あ と は 食 塩 ・ 実 綿 ・ 甘 薯 ・ 大 豆 な ど が続 い て お り 、 明 治

期の香川県の農業は、ほとんど幕末までの状態を維持していたと考えられる（ 22）。 

明 治 前 期 の 讃 岐 は 、 明 治 ２ １ 年 に 第 ３ 次 香 川 県 が 設 置 さ れ る ま で 、 明 治 ６ 年

に 名 東 県 、 明 治 ９ 年 か ら は 愛 媛 県 に 属 す る な ど 、 政 治 ・ 経 済面 で 不 便 を 強 い ら

れ て い た が 、 次 第 に 明 治 政 府 の 勧 業 政 策 や 農 談 会 の 開 催 ・ 老農 の 農 事 奨 励 な ど

に よ っ て 特 有 農 産 物を 中 心 に し た 産 業 が発 達 し 讃 岐 ら し い 特色 が 出 て き て い る 。

そ の 結 果 、 特 産 品 の 紹 介 の 仕 方 も 特 有 農 産 物 に 限 っ た も の が多 く な り 、 特 に 讃

岐 特 有 の 農 産 物 を ３ つ に 絞 っ て 紹 介 す る ケ ー ス が 増 え て い る。 同 時 に 、 そ の ３

つの特産品の内訳も、時代によって変遷し、幕末期の「砂糖・塩・小豆」（嘉永

７年『讃岐国名勝図会』）から明治 １１年の「米・塩・綿」（『興民社勧業部規則』）

を経て、明治１３年頃になると「甘蔗・食塩・綿」（『高松商法会議所ノ設立』）

が多くなっていることが分かる。  

２）明治中期前半―砂糖・塩・綿に集約して三つの特産品を紹介（「砂糖・食

塩・草綿（綿）」集約化進展時代）―  

①「巡見使視察ニ付産業取調報告」『県治調』明治 １６年（ 1883）（ 23）  

「一、物産興廃盛衰ノ景状  

  又、特有物産ニシテ一県ノ盛衰ニ関スルハ、讃岐国ノ 砂糖・食塩・草綿、

伊豫国ノ抄紙・製蝋・食塩トス」（下線引用者）  

②「四国九州巡察使復命書」『明治１６年公文』明治１６年（ 1883）（ 24）  

 参 事 院 議 官 山 尾 庸三 が 太 政 大 臣 三 條 實美 殿 に 「 勧 業  讃 岐ハ 灌 漑 ノ 便 少 ナ

キカ為メ草綿又ハ甘蔗ヲ耕作シ塩田亦夥シ」（下線引用者）  

 ③「将来勧農の目途」『愛媛縣農談会録事』 明治１７年（ 1884）（ 25）  

「讃地ノ砂糖・綿・塩、伊豫ノ蚕・織物・茶の如起滞渋シテ振はす 」（下線引

用者）  

④『讃岐砂糖起源沿革盛衰記』明治 １９年（ 1886）（ 26）  

  「 讃 岐 ノ 地 勢 タ ル 一 面 傾 斜 ノ 半 面 ニ シ テ 高 山 深 林 ニ 乏 シク 、 然 ル ニ 食 塩 ・

砂糖ノ如キハ大物産ヲ特有スルヤ故」（下線引用者）  

 

こ の 時 期 に は 、 政 府 や 県 の 殖 産 興 業 政 策 が 進 み 、 愛 媛 県 で は 明 治 １ ３ 年 に 物

産 興 隆 の た め に 「 予 讃 両 国 ニ 産 出 ス ル 所 ノ 品 物 普 ク 之 ヲ 蒐 集シ 部 類 ヲ 分 ツ テ 配

列 」 す る 物 産 陳 列 場 を 県 庁 内 に 設 け 、 共 進 会 や 品 評 会 な ど をし ば し ば 開 い て 県

内 物 産 の 改 良 振 興 を 図 る と と も に 、 明 治 １ ８ 年 （ 1885） に は 勧 業 会 の 設 置 を 誘

導 し た り 、 高 松 商 法 会 議 所 や 松 山 商 法 会 議 所 に 補 助 金 を 出 して 他 県 と の 物 産 競

争 に 備 え さ せ て い る 。 ま た 同 年 に は 讃 岐 糖 業 大 会 社 も 設 立 され 、 讃 岐 に お け る

糖業の振興策が取られている （ 27）。  

こ の よ う な 背 景 の 下 で 讃 岐 の 特 産 品 が 「 砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 」 の ３ つ に 絞 ら れ て い

く と と も に 、 必 然 的 に 特 有 物 産 の 振 興 策 に つ い て も 「 砂 糖 ・塩 ・ 綿 」 の ３ つ に

重点が置かれるようになっている。   

３）明治中期後半―「三白」の初見史料と使用事例（「綿・塩・砂糖」「米・砂

糖・食塩」併存時代から「三白」出現時代へ）―  

①「香川新報」第７２號、明治２２年（ 1889）７月６日  

  「同志會  縣下鵜足郡富熊村にハ兼て同志會なるものを設け、毎月 ２回同  

志 者 相 會 し て 憲 法 町村 制 等 の 諸 法 令 を 研究 し 、 傍 ら 教 育 衛 生勧 業 に 関 す る 問

題 に 就 き 之 を 討 議 し、 互 に 智 識 を 交 換 し交 誼 の 親 密 を 計 る の機 関 と な し 居 る

由 な る が 、 追 々 會 員も 増 加 し 盛 大 に 赴 くの 模 様 あ り 。 就 は 一層 之 を 改 良 拡 張

せ ん と て 去 ７ 月 １ 日其 惣 集 會 を 開 き し に、 来 會 者 ４ ０ 余 名 あり 。 先 つ 會 則 の

修正、次に役員の改撰をなせしに、會長に竹内全吾、副會長に多田羅喜次郎、

幹 事 に 黒 河 登 ・ 中 前六 次 郎 の 諸 氏 當 撰 、何 れ も 承 諾 せ ら れ 、次 に 讃 地 に て の

起 業 は 目 下 何 業 を 先と す る や と 云 ふ 問 題に 就 て 討 論 せ し に 、第 １ 紡 績 、 第 ２

養 蚕 、 第 ３ 綿 ・ 塩 ・砂 糖 の 三 白 の 改 良 拡張 を 以 て 先 と す と の ３ 説 に 分 れ 、 未
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だ 何 れ と も 決 せ ざ るに 巳 に 薄 暮 と な り たれ ハ 、 後 會 に 譲 る こと ゝ し 一 同 退 散

せ し ハ 、 午 后 ７ 時 過ぎ な り し 。 猶 次 會 ハ本 月 第 ３ 月 曜 日 に して 学 齢 児 童 を し

て普く就学でせしむるの方法と云ふ問題をも討論すべき筈なりと」（下線引用

者）  

②  「明治 23 年報告」高松商工会議所、明治２４年（ 1901）６月１０日「特有

物産の調査」において「米・砂糖・食塩」を取り上げて報告している。  

③  「井上甚太郎偶感」明治３３年（ 1900）１月１日 （ 28）。  

「甚太郎ハ又常ニ我国産業ノ萎薇ヲ概シ、廣ク内外ノ産業ニツキ其盛衰ノ  

因ヲ考究シ、自ラ奮起シテ之ガ振興ヲ謀ランコトニ力ヲ盡シ、明治３３年  

元 旦 偶 感 ヲ 次 キ ノ如ク 揮 毫 発 表 シ タ リ、 [中 略 ]明 治 庚 子 元 旦偶感  三 白 井 上

甚太郎（花押）」（下線引用者）  

 

香 川 県 で 「 三 白 」 と い う 言 葉 が 最 初 に 使 わ れ た の は 、 現 在 の と こ ろ 明 治 ２ ２

年 の 香 川 県 鵜 足 郡 富 熊 村 で 開 か れ た 同 志 会 と い う 団 体 の 惣 集 会 の 場 で あ っ た

（ 29）。会長の竹内全吾は、綾歌郡瀧宮村大字小野浦山（現綾歌郡綾川町）の生

ま れ で 、 江 戸 後 期 に は 祖 父 竹 内 安 之 進 の 後 を 承 け 、 付 近 の 師弟 を 自 宅 に 集 め て

教授していた。明治初年以来飯山中学校教諭となって育英に従事し、の ち 民 選 ・

官撰の戸長となって村政にも尽した人物である （ 30）。当時、香川県内では香川

県の置県や香川県会の開設という政治的意識の高まりを前に、『離明雑誌』など

の雑誌が発行されたり、各地に同志会や協同會（高松南新町）・法律研究會（高

松 片 原 町 清 光 寺 ）・ 青年 教 学 會 （ 長 尾 西 村西 善 寺 内 ） 金 曜 會 （高 松 大 護 寺 内 ）・

讃岐青年進取會（高松宮脇村霊源寺）・信礼會（香川郡百合村）・青年有為会（綾

歌郡岡田村）・米質改良會など の団体が各地に創立され、活発に討論会など が行

われている様子がよく分かる （ 31）。このような時代背景をバックに、新しく設

置 さ れ た 香 川 県 の 将 来 像 に つ い て 議 論 す る 中 で 「 三 白 」 と いう 言 葉 は 生 ま れ た

ものと考えられる。  

一 方 、 井 上 甚 太 郎 は 、 鵜 足 郡 上 法 軍 寺 村 （ 現 丸 亀 市 飯 山 町 ） で 生 ま れ で 、 ２

０歳ごろには高松藩の製 糖に関する職に就き、廃藩後は島田商店員となったが、

明 治 八 年 に は 政 治 結 社 純 民 社 を 創 り 、 自 由 民 権 運 動 に も 参 加し て い る 。 明 治 九

年 に は 十 州 塩 浜 会 議 に 讃 州 浜 か ら 出 席 し 、 翌 １ ０ 年 の 尾 道 の集 会 で は 十 州 塩 田

代 理 人 に も 選 ば れ て い る 。 し か し 、 休 浜 法 の よ う な 生 産 制 限は 時 代 遅 れ の 悪 法

で 、 小 さ な 業 者 が 多 い 香 川 の 実 態 に 合 わ せ た 塩 田 改 良 と 生 産制 限 の 撤 廃 を 主 張

し 続 け た 。 そ の 結 果 、 明 治 ２ ０ 年 に は 生 産 制 限 が 撤 廃 さ れ 、香 川 の 塩 田 は 守 ら

れることになった（ 32）。明治２４四年（ 1891）には『讃岐前途之経済』を著し、

今 後 の 香 川 県 の 前 途 に と っ て 「 我 讃 岐 ヲ 富 マ シ タ ル 塩 糖 二 業」 の 保 護 振 興 が 何

より大切であると説いた（ 33）。その決意の程を明治３３年元旦に自らを「三白」

と 号 し て 偶 感 を 述 べ て い る 。 昭 和 ６ 年 の 「 井 上 君 追 憶 之 碑 」に も 「 先 生 此 土 の

特産に因みて自ら三白と號す」と記されている （ 34）。  

４）明治後期―「讃岐三白」の初見史料と使用事例（「讃岐三白」出現時代＝

「米・塩・砂糖」から「食塩・砂糖・綿花」へ）―  

①「香川新報」第２９０８號、明治３２年（ 1889）１月１日。  

 「漫言  幻草紙  枕石道  

  [前略 ] 讃岐三白米、塩、砂糖と称はれし [後略 ]」（下線引用者）  

②  「実業会本部総会第八代吉原三郎知事演説 」明治３２年７月（ 35）。  

「 実 業 が 発 達 し な けれ ば 何 事 も な し え ない 。 本 県 の 物 産 に は讃 岐 三 白 が 見 ら

れたが、現今三白中砂糖は洋糖に押され、綿また然り」（下線引用者）  

③  梶原猪之松編輯『多可満都』完、明治３３年（ 1900）４月２１日 （ 36）。  

「物産  古来讃岐著名ノ物産ハ米・糖・塩ニシテ之ヲ 讃岐ノ三白ト称ス」（下
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線引用者）  

④  明治３３年第２回通常県会における渡辺書記官答弁 （ 37）。  

「讃岐の物産は昔、讃岐の三白として綿・砂糖・塩であった」  

⑤  香川縣内務部第四課『讃岐案内』明治３４年（ 1901）１２月（ 38）。  

「 総 説  物産 は 食塩・ 砂 糖 及 び綿 花 を以て 中 古 讃 岐の 三 白と称 し 」「 實業  砂

糖  近古砂糖・塩・綿の三種を以て 讃岐の三白と称し、地方主要の物産と為

せ り 」「 食 塩  中 古 以来 、 食 塩 を以 て 当 国重 要 の 産 物と し 、 讃岐 三 白 の 一 に

数ふるに至りたるもの偶然に非さるなり」（下線引用者）  

⑥  「 砂 糖 栽 培 の 保 護 奨 励 に 関 す る 意 見 書 の 提 出 に つ い て 建 議 」 明 治 ３ ５ 年

（ 1902）１１月２９日 （ 39）。  

「 ２ ３ 番 （ 蓮 井 藤吉君 ）  [前 略 ]申 スマデ モ ナ ク 本 縣 ハ 砂糖栽 培 ガ 従 来 ヨ リ

盛デゴザリマス、既ニ前年来讃岐ノ三白ト称ヘラレテ居ル位デアリマス [下

略 ]」（下線引用者）  

⑦  「糖業組合補助の建議」明治３８年（ 1905）１１月２８日（ 40）。  

「 建 議  本 縣 ノ 糖 業ハ 讃 岐 三 白 ノ 一 ニ シテ 重 要 物 産 中 主 位 ニア リ シ ガ 、 近 来

洋 糖 輸 入 ノ 為 メ ニ 大ニ 打 撃 ヲ 蒙 リ 該 業 者ハ 同 業 組 合 ヲ 設 置 シ、 耕 作 及 製 造

等諸般ノ改良ヲ研究シ、以テ洋糖輸入ニ対抗シ不振ヲ挽回セントセリ」（下

線引用者）  

⑧  農商務省編『明治期各府県産業実態調査報告４』明治４０年（ 1907）２月（ 41）。  

「 香 川 縣 （ 明 治 ４ １年 ４ 月 ） 農 業  砂 糖ハ 讃 岐 三 白 （ 塩 ・ 綿・ 砂 糖 ） ノ 一 ニ

シテ地方主要物産ノ一ニ数ヘラル [下略 ]」（下線引用者）  

⑨  「明治３７、８年戦役ニ関スル香川県記録」明治 ４１年（ 1908）（ 42）。  

「 溜 池 整 理 に 関 する知 事 意 見  [前 略 ]猶且 用 水 不 足 セ ル ヲ以テ 灌 水 ヲ 要 ス ル

コ ト 多 カ ラ サ ル 棉 ・砂 糖 ノ 栽 培 及 製 塩 ノ業 ヲ 奨 励 シ 、 遂 ニ 讃岐 三 白 ノ 名 ヲ

天下ニ博スルニ至レリ」（下線引用者）  

⑩  『香川縣史』第３篇上巻、香川県、明治４３年（ 1910）３月２７日 （ 43）。  

「 第 八 項  農 業   重 要 農 産 物  六  棉作  棉 花 栽 培 ノ 起 源モ 亦 茫 乎 ト シ テ

之ヲ詳ニスルヲ得スト雖トモ、往時ハ砂糖・食塩ト共ニ讃岐ノ三白ト称シ、

一時頗ル盛況ヲ極メタリ」（下線引用者）  

  「 砂 糖  事 業 ノ 沿 革  砂 糖 ハ 讃 岐 三 白 塩 、 綿 、 砂 糖 ノ 一 ニ シ テ 古 来 地 方 主 要

物産ノ一ニシ数ヘラル」（下線引用者）  

   

近 世 か ら 明 治 １ ０ 年代 ま で 、 讃 岐 の 特 産品 に つ い て は 、 江 戸前 期 の 個 別 産

品 を 並 べ て 紹 介 す る形 式 か ら 、 江 戸 中 期に な る と 、 新 産 物 を加 え て そ の 数 を

増 や し 、 江 戸 後 期 には 国 産 奨 励 政 策 に よっ て 国 産 品 が ク ロ ーズ ア ッ プ さ れ 、

幕 末 期 か ら 明 治 前 期に か け て は ３ つ の 特産 品 に 特 定 さ れ る よう に な っ た 。 そ

し て 明 治 ２ ０ 年 代 初頭 に は 「 三 白 」 と いう 言 葉 が 使 わ れ 始 め、 や が て そ れ が

明治３０年代になると「讃岐三白」へと発展していった。「讃岐三白」の初見

は明治３２年の「香川新報」と「実業界本部総会における吉原三郎知事演説」

である。そして明治４３年（ 1910）に『香川縣史』が発行され、「砂糖ハ讃岐

三 白 塩 、 綿 、 砂 糖 ノ一 ニ シ テ 古 来 地 方 主要 物 産 ノ 一 ニ シ 数 ヘラ ル 」 と 記 載 さ

れ る に 及 ん で 、 以 後香 川 県 の 通 史 類 に は「 江 戸 時 代 か ら 讃 岐三 白 と し て 盛 ん

であった」と表記されるようになったと考えられる。  

また、「讃岐三白」の内訳についても幕末の「砂糖・塩・小豆」（ 14） 時代、

明 治 １ １ 年 （ 1878）の 「 興 民 社 勧 業 部 規則 」 か ら 明 治 ３ ３ 年（ 1900） の 梶 原

猪 之 松 編 輯 『 多 可 満都 』 ま で は 、 米 が 讃岐 の 特 産 物 あ る い は讃 岐 三 白 の １ つ

に数えられ、明治前中期の「米・塩・綿 」（ の ち「米・塩・砂 糖」）と「 砂糖 ・
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食 塩 ・ 綿 花 」 の 併 存時 代 を 経 て 、 明 治 ３４ 年 の 香 川 縣 内 務 部第 四 課 『 讃 岐 案

内』以降からは米に代わって綿のほうが多くなり （ 44）、「食塩・砂糖・綿花」

単独時代へと変化し、やがて明治４３年の『香川縣史』の発行を境として「讃

岐三白」は「塩・綿・砂糖」に定着してくるようになる。  

  

３  明治中期香川県における「讃岐三白」誕生の時代的背景  

  

讃 岐 で は 、 特 産 品 の 紹 介 を 江 戸 時 代 か ら 明 治 前 期 ま で は 個 別 の 品 名 を 挙 げ て 行

っ て き た が 、 明 治 中 期 に な る と 初 め て 「 三 白 」 と い う 用 語 が 表 れ 、 次 い で 明 治 後

期 に は 「 讃 岐 三 白 」 と い う 用 語 が 普 及 し 始 め る 。 な ぜ こ の 時 期 に こ れ ら の 用 語 が

使 わ れ 始 め た の か 。 こ の こ と 自 体 が 一 つ の 歴 史 的 事 実 と し て 検 討 を 値 す る 課 題 で

あり、次にその背後にある歴史的背景について考え る。  

 

１）政治的背景―香川県の設置と県民意識の高揚―  

   明 治 中 期 以 降 、 ３ 度 に わ た る 分 県 運 動 の 結 果 、 府 県 制 制 定 前 の 明 治 ２ １ 年

（ 1888）１２月３日に勅令第７９号で香川県の設置が裁可された （ 45）。その時  

の 様 子 を 『 豫 讃 新 報 』 は 「 高 松 市 中 人 民 の 喜 び は 一 方 な ら ず。 昨 日 た だ 有 頂 点

になりほとんど商売 も手につかざる有様 なりしと」（ 46） と報 ずるとともに、 県

民 の 名 称 も こ れ ま で の 「 讃 （ 岐 ） 人 」 か ら 「 香 川 人 」 と い う表 現 に 変 わ っ て い

る 。 長 い 分 県 運 動 の 苦 難 の 経 緯 を 経 て 、 念 願 の 香 川 県 が 設 置さ れ 、 翌 年 か ら は

県 会 が 開 設 さ れ る と い う 新 た な 政 治 状 況 下 で 、 今 ま で 以 上 に強 い 郷 土 意 識 や 一

体 感 が 芽 生 え 、 同 志 会 等 の 自 主 的 な 集 会 な ど で 新 し い 香 川 県の 将 来 像 を 議 論 し

合 う 中 で 、 郷 土 の 代 表 的 な 特 産 品 で あ る ３ 品 を 特 に 「 三 白 」と し て 取 り 上 げ 、

こ れ を 前 面 に 打 ち 出 し て 香 川 県 の 産 業 振 興 を 図 っ て い こ う とす る 新 た な 動 き が

生まれてきたものと推測される。  

２）経済的背景―香川県産業の衰退と衰頽挽回策  

廃 藩 置 県 の 結 果 、 従 来 の よ う な 手 厚 い 保 護 と 援 助 を 失 っ た 旧 藩 時 代 の 国 産 品

は 、 安 価 で 良 質 な 外 国 産 の 砂 糖 や 綿 花 の 輸 入 に 押 さ れ 、 砂 糖は 明 治 １ ０ 年 代 半

ば か ら 、 綿 は 同 ２ １ 年 頃 か ら 生 産 が 落 ち 込 み 、 ３ ０ 年 代 に 入る と さ ら に 台 湾 や

国内の近代的工業の成立によって急速に衰退していった（ 47）。  

一 方 、 県 内 の 農 村 も い わ ゆ る 松 方 デ フ レ が 深 刻 化 す る 中 で 、 明 治 １ ０ 年 代 後

半から次第に疲弊していった。明治１６年の「愛媛県勧業報告」によれば、「甘

蔗 は 昨 年 に 比 し 植 付 反 別 殆 ど ５ 割 余 の 増 加 な る に 、 糖 価 前 月以 来 頓 に 下 落 し 、

た め に 資 本 微 弱 の 農 家 は 植 付 当 初 よ り 地 位 を 以 て 売 却 す る を目 的 と す る も 、 買

求 者 な き を 以 て 、 不 得 止 、 糖 業 家 に 依 頼 し 圧 搾 せ ざ る を 得 ず、 然 る と き は 幾 何

の 金 具 を 要 し 、 大 に 困 難 の 景 況 な り 」 と 主 要 産 業 を め ぐ る 経済 状 況 の 急 速 な 悪

化と農家の経済的困窮度の進行ぶりが報告されている （ 48）。  

こ の よ う に 明 治 ２ ０ 年 代 は 、 設 置 間 も な い 香 川 県 に と っ て 、 県 の 主 要 産 業 の

衰 退 と 農 村 の 疲 弊 と い う 大 き な 政 治 ・ 経 済 的 な 課 題 を ２ つ 抱え て 、 そ の 早 期 解

決 が 各 方 面 か ら 強 く 求 め ら れ て い た 時 代 で も あ っ た 。 こ の よ う な 状 況 の 中 で 、

「 讃 岐 三 白 」 と い う 歴 史 用 語 が 生 ま れ た の で あ る 。 す な わ ち当 時 の 経 済 的 に 困

難 な 局 面 を 打 開 す る た め に 、 旧 藩 以 来 の 讃 岐 の 特 産 品 で あ った 砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 を

「 讃 岐 三 白 」 と し て 前 面 に 出 し て 県 内 産 業 の 振 興 を 図 る こ とで 、 衰 退 基 調 に あ

った香川県経済の挽回策を画策したものと推測される （ 49）。しかし、実態とし

て は 、 こ の 時 期 「 讃 岐 三 白 」 と 呼 ば れ る 砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 の う ち、 早 く も 砂 糖 と 綿

は衰退期に入っていたと考えられる。  

３）社会的背景―勧業意識の高まりと勧業政策の推進  

明 治 １ ３ 年 に 大 阪 で 第 １ 回 綿 糖 共 進 会 が 開 催 さ れ 、 讃 岐 の 向 山 周 慶 が 日  本

糖 業 の 恩 人 と し て 追 賞 さ れ 、 そ の 子 孫 に 賞 が 与 え ら れ た 。 これ を 契 機 に 讃 岐 で

は 糖 業 再 興 運 動 が 起 こ っ た が 、 一 般 に 明 治 前 期 の 讃 岐 の 農 政は 、 老 農 や 篤 農 家
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な ど に よ る 農 事 改 良 運 動 に 支 え ら れ て い た 。 明 治 ２ ０ 年 代 にな る と 、 松 方 デ フ

レ に よ っ て 自 作 農 が 没 落 し 、 老 農 た ち の 寄 生 地 主 化 も 進 行 して い っ た 。 明 治 ２

１ 年 に 香 川 県 が 分 県 独 立 し 、 翌 年 県 会 が 開 設 さ れ る と 、 老 農た ち の 中 に は 県 会

に出て自分たちの要求を香川県農政に反映させようとする者も現れた （ 50）。一

方 、 郡 村 レ ベ ル で は 戸 長 な ど の 在 村 指 導 者 が 中 心 と な っ て 同志 会 な ど の 勉 強 会

が 開 催 さ れ 、 新 時 代 を 迎 え た 香 川 県 の 将 来 像 に つ い て 法 令 研究 や 教 育 衛 生 勧 業

に 関 す る 討 論 が 盛 ん に 行 わ れ る と い う 新 し い 動 き も 起 こ っ てき た 。 背 景 に は 、

明 治 ２ ０ 年 代 か ら ３ ０ 年 代 前 半 に か け て の 前 田 正 名 に よ る 地方 産 業 振 興 運 動 の

影 響 を 受 け て 、 県 民 の 社 会 認 識 や 勧 業 意 識 の 高 ま り が あ っ たも の と 考 え ら れ る

（ 51）。  

『 豫 讃 新 報 』（ 明 治 ２ ２ 年 １ 月 ５ 日 ） に よ れ ば 、「 此 頃 伯 （ 井 上 農 商 務 大 臣）

ハ 我 国 産 の 内 に て 干 渉 す べ き 国 産 は 絹 、 綿 、 砂 糖 、 其 外 四 種都 合 七 種 に し て 、

他 ハ 皆 な 別 段 干 渉 す る に 及 ば ざ る 旨 を 或 人 に 物 語 れ り と 云 ふ」 と あ り 、 政 府 の

勧 業 政 策 の 方 針 を 窺 い 知 る こ と が で き る 。 こ う し て 輸 出 振 興に 結 び つ く 物 産 に

勧 業 政 策 の 重 点 が 置 か れ 、 香 川 県 で も 明 治 ２ ２ 年 に 勧 業 世 話係 を 設 け る と と も

に 、 同 ２ ８ 年 に は 農 事 改 良 を 談 話 す る 農 談 会 に 代 わ っ て 官 民共 同 で 勧 業 一 般 を

審議する勧業会を設立して、殖産興業により力を入れるようになった （ 52）。さ

らに明治 30 年代になると、のちに勧業知事と呼ばれた第 6 代徳久恒範、第 8 代

吉 原 三 郎 が 続 き 、 積 極 的 な 勧 業 政 策 を 推 進 し た こ と も そ の 背景 に あ る と 考 え ら

れる。明治 30 年度（ 1897）の全国の府県勧業予算を比較すると、香川県の勧業

費総額が全国第 1 位を占めるなど、当時香川県が全国一 力を入れて勧業政策を

積極的に行っていたことがわかる（ 53）。  

４）文化的背景―『香川新報』の創刊と第８回関西府縣聨合共進会の開催―  

   明 治 ２ ２ 年４月 １ ０ 日 に 『香 川 新報 』 が 創 刊 され 、 香川 県 の 言 論 界を リ ード

す る と と も に 、 県 民 の 意 識 向 上 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。 社 長の 小 田 知 周 は 自 由

民権運動や香川県の分県運動で活躍した人物で、『讃岐人名辞書』など郷土史研

究 で 知 ら れ る 梶 原 猪 之 松 も 後 に 編 集 人 と な っ て い る 。 こ の 『香 川 新 報 』 の 創 刊

を 通 じ て 、 内 外 の 情 報 や 新 生 香 川 県 の 課 題 が 明 ら か に な り 、県 民 の 間 に 活 発 な

議 論 が 展 開 さ れ る こ と に な っ た 。 特 に 勧 業 政 策 に つ い て は 香川 県 産 業 の 現 状 に

照らして積極的な提言を繰り返し行っている （ 54）。並行して、郡村レベルでも

『香川新報』明治２２年７月２日の記事「鵜足郡富熊通信」によれば、「行政区

域 ハ 富 熊 、 上 法 の 両 村 を 富 熊 な る 戸 長 役 場 に て 管 轄 せ り 。 戸長 は 竹 内 全 吾 に し

て 用 掛 三 名 あ り 。 何 れ も 職 務 上 大 に 勉 強 せ り 」 と あ り 、 戸 長を 中 心 に し て 新 時

代の到来に備えた勉強の機運が高まっていた。  

明 治 ３ ０ 年 代 に な る と 、 日 清 戦 後 経 営 の 時 期 に 当 た り 、 勧 業 政 策 の 一 層 の 強

化 が 図 ら れ 、 明 治 ３ ５ 年 に は 高 松 で 第 ８ 回 関 西 府 縣 聨 合 共 進会 が 、 同 ３ ８ 年 に

は 第 １ 回 香 川 県 重 要 物 産 共 進 会 が 開 催 さ れ る な ど 、 県 民 の 間に 勧 業 や 物 産 に 対

する関心が高まっていった。  

   

おわりに  

 

「 讃 岐 三 白 」 と い う 歴 史 用 語 が 、 香 川 県 に お い て 、 い つ 頃 、 ど の よ う な 時 代 背

景 の 下 で 使 わ れ た か を 史 料 を 基 に 調 査 し 、 そ の 結 果 に つ い て 考 察 を 加 え て み た 。

これまで香川県の通史などでは「讃岐では江戸時代、『讃岐三白』として知られる

砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 の 生 産 が 盛 ん で あ っ た 」 と か 「 江 戸 中 期 以 降 、 讃 岐 の 各 藩 は 藩 財 政

の 建 て 直 し と 産 業 の 保 護 育 成 の た め に 『 讃 岐 三 白 』 の 専 売 制 を 敷 い た 」 な ど と い

う記述がなされているが、「讃岐三白」という歴史用語が実際に江戸時代から使わ

れ て い た か ど う か に つ い て は ま だ 明 ら か に さ れ て い な い 。 管 見 の と こ ろ 、 近 世 史

料には「讃岐三白」の用語は出てこず、「三白」の初見は「香川新報」という地元

新聞の明治２２年の記事で、「讃岐三白」の初見は同じく「香川新報」の明治３２
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年の記事であった。  

つ ま り 、 讃 岐 及 び 香 川 県 で は 、 特 産 品 の 取 り 上 げ 方 に つ い て 、 そ れ ま で の 個 別

特 産 品 を 個 々 に 挙 げ て 紹 介 す る 方 式 か ら 、 明 治 中 期 に な っ て 初 め て 「 三 白 」 と い

う 言 葉 で 括 る 方 式 が 表 れ 、 や が て 明 治 後 期 に な る と 「 讃 岐 三 白 」 と い う 言 葉 に 一

般 化 さ れ て い く 過 程 が 明 ら か に な っ た 。 こ の こ と 自 体 が 歴 史 的 事 実 と し て 検 討 を

要 す る 課 題 で あ り 、 な ぜ こ の 時 期 に 「 讃 岐 三 白 」 と い う 言 葉 が 使 用 さ れ る よ う に

なったのかを明らかにしなければならない。   

香 川 県 で は 、 明 治 以 後 、 旧 藩 時 代 の 主 な 特 産 物 が 藩 の 保 護 を 失 う と と も に 、 規

制 の 撤 廃 に 伴 う 競 争 の 激 化 や 廉 価 な 外 国 物 資 の 輸 入 等 に よ っ て 明 治 中 期 に な る と

急 速 に 衰 退 し て い っ た 。 そ こ で 香 川 県 で は こ れ ら 特 有 農 産 物 （ 旧 藩 時 代 の 主 な 特

産物）に関する産業の衰頽挽回策の一環として、「讃岐三白」の言葉を使用して香

川県産業の振興を図ろうとしたものと考えられる。最初は民間用語として「三白」

や 「 讃 岐 三 白 」 が 使 わ れ 、 次 に 行 政 用 語 と し て 「 讃 岐 三 白 」 が 使 用 さ れ る よ う に

な る と 、 一 般 に も 普 及 し て い っ た 。 そ し て 明 治 ４ ３ 年 の 『 香 川 縣 史 』 で 「 綿 花 栽

培 [中略 ]往時ハ砂糖食塩ト共ニ讃岐ノ三白ト称シ」と記述されるに及んで、以後香

川 県 で は 通 史 類 に 「 江 戸 時 代 か ら 『 讃 岐 三 白 』 が 盛 ん で あ っ た 」 云 々 と い う 表 記

が定着してくるようになったものと推測される。  

また、「讃岐三白」の内訳については、時代によって変遷し、幕末期の「砂糖・

塩・小豆」時代から、明治前中期の「米・塩・綿」（のち「米・塩・砂糖」）と「砂

糖 ・ 食 塩 ・ 綿 花 」 の 並 立 時 代 を 経 て 、 明 治 ３ ４ 年 の 『 讃 岐 案 内 』 以 降 か ら は 「 食

塩 ・ 砂 糖 ・ 綿 花 」 単 独 時 代 へ と 変 化 し て い き 、 や が て 明 治 ４ ３ 年 の 『 香 川 縣 史 』

の発行を境として「讃岐三白」は「塩・綿・砂糖」に定着していく。一方、「讃岐

三 白 」 の 起 源 に つ い て も 、 明 治 期 に は 「 古 へ 」「 古 来 」「 往 時 」 と い う 一 般 的 な 表

現が多かったが、昭和初期になると「徳川時代」「江戸時代」という表記が多くな

っ て く る 。 こ の 背 景 に は 、 当 時 地 方 改 良 運 動 や 郷 土 教 育 が 盛 ん で あ っ た と い う 社

会 的 背 景 が 考 え ら れ る が 、 昭 和 １ ４ 年 の 『 総 合 郷 土 研 究  香 川 縣 』 の 記 述 を 境 と

し て 「 讃 岐 三 白 」 の 起 源 が 「 江 戸 時 代 」 で あ る と い う 考 え 方 が 定 着 し て い っ た も

の と 推 測 さ れ る 。 で は な ぜ 「 讃 岐 三 白 」 近 世 起 源 説 が 信 じ ら れ る よ う に な っ た の

か 。 そ の 理 由 と し て 、 ① 実 態 と し て 江 戸 時 代 か ら 砂 糖 ・ 塩 ・ 綿 が 藩 の 保 護 奨 励 策

に よ っ て 盛 ん で あ っ た こ と 、 ② 明 治 期 の 産 業 状 況 は 、 ほ ぼ 江 戸 時 代 の そ れ と 変 わ

り な か っ た こ と 、 ③ 郷 土 史 ・ 郷 土 教 育 の 影 響 で 、 歴 史 の 起 源 を 古 く 遡 る 遡 及 的 傾

向 が あ っ た こ と 、 ④ 『 香 川 縣 史 』 に 書 か れ 、 県 議 会 で も 取 り 上 げ ら れ こ と に よ っ

て、社会的認知度が高まったこと、などが考えられる。  

つまり、「讃岐三白」という歴史用語は、米・砂糖・塩・綿など讃岐の伝統産業

が 盛 ん で あ っ た 江 戸 時 代 で は な く 、 む し ろ そ れ ら が 衰 退 し つ つ あ っ た 明 治 ２ ０ 年

代 以 降 に 衰 頽 挽 回 策 と し て 使 わ れ 出 し た 言 葉 で あ る こ と が 分 か る 。 要 す る に 歴 史

で取り扱う用語にも歴史があるということである。  

 

付論１：昭和前期香川県における「讃岐三白」近世起源説定着の経緯と要因  

１）明治期―「古へ」「古来」「中古」「近古」「往時」―  

①「高松商法会議所ノ設立」明治 １３年（ 1880）（ 20）  

  「 抑 モ 我 カ 高 松 地 方 ノ 如 キ 古 ヘ ヨ リ 甘 蔗 ・ 食 塩 ・ 綿 ノ 三種 ハ 殊 ニ 其 地 味 ニ

適応シテ頗ル豊殖セル而已ナラズ」（下線引用者）  

②梶原猪之松編輯『多可満都』完（香川新報社印刷所、明治３３年）（ 36）  

「物産  古来讃岐著名ノ物産ハ米・糖・塩ニシテ之ヲ讃岐ノ三白ト称ス」（下

線引用者）  

③『讃岐案内』（香川縣内務部第四課、明治 ３４年月）（ 38）  

「総説  物産は食塩・砂糖及び綿花を以て 中古讃岐の三白と称し」「實業  砂

糖  近 古 砂 糖 ・ 塩 ・綿 の 三 種 を 以 て 讃 岐の 三 白 と 称 し 」「 食 塩  中 古 以 来 、

食 塩 を 以 て 当 国 重 要の 産 物 と し 、 讃 岐 三白 の 一 に 数 ふ る に 至り た る も の 偶
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然に非さるなり」（下線引用者）  

④農商務省編『明治期各府県産業実態調査報告４』（東洋書林、明治 ４０年 ） 

（ 41）  

「 甘 蔗 作  砂 糖 ハ 本縣 重 要 物 産 ノ 一 ニ シテ 往 時 ハ 頗 ル 旺 盛 ヲ極 メ タ ル モ ノ ナ

リ  四  甘藷作  又往時甘蔗棉花ノ栽培盛ナリシモ  」（下線引用者）  

⑤『香川縣史』第３篇上巻（香川縣、明治４３年３月２７日）（ 43）  

  「 農 業  重 要 農 産 物  六  棉 作  棉 花 栽 培 ノ 起 源 モ 亦 茫 乎 ト シ テ 之 ヲ 詳 ニ ス

ルヲ得スト雖トモ、往時ハ砂糖食塩ト共ニ讃岐ノ三白ト称シ」  

  「 砂 糖  事 業 ノ 沿 革  砂 糖 ハ 讃 岐 三 白 塩 、 綿 、 砂 糖 ノ 一 ニ シ テ 古 来 地 方 主 要

物産ノ一ニシ数ヘラル」（下線引用者）  

⑥『増補高松藩記』（永年会代表者山川波次、昭和７年）（ 7）  

  「松平頼恭公事略  三、殖産興業の「塩田の拓開」古しへより物産を言う者、

讃岐三白の語あり、三白とは米・塩・砂糖の三者」（下線引用者）  

（二）大正・昭和前期―「徳川時代」「江戸時代」「頼恭の時」など―  

①『大川郡砂糖史』（大正から昭和初期）  

  「 砂 糖 史  於 是 周 慶 命 ヲ 奉 シ テ 封 内 ニ 巡 教 シ 全 ク 改 良 ノ 偉 功 ヲ 奏 シ 、 讃 岐 砂

糖 ノ 名 声 遍 ク 天 下 ニ 喧 伝 シ 砂 糖 塩 綿 ヲ 併 称 シ 讃 岐 三 白 と 呼 ヒ 市 場 ノ 覇 王 ト

仰カレタリ」（下線引用者）  

②『本邦糖業史』昭和１０年 （ 55）  

 「 讃 岐 砂 糖 は 塩 、 綿 と 共 に 『 讃 岐 三 白 』 と 称 せ ら れ 、 徳 川時 代 同 国 の 主 要 国

産であったが [下略 ]」（下線引用者）  

④  『総合郷土研究  香川縣』昭和１４年（ 56）  

  「例へば江戸時代に讃岐三白として全国的に名の知られた塩、砂糖、綿の内、

製塩業のみは全国屈指の生産額を有して居るが」（下線引用者）  

「 然 る に 頼 恭 公 は 積極 的 に 商 品 輸 出 の 計劃 の も と に 塩 ・ 砂 糖・ 綿 等 讃 岐 三 白

の産業を奨励し大いに成功してゐる」（下線引用者）  

⑤  児玉洋一「高松藩に於ける砂糖為替の研究」昭和１７年（ 57）  

  「高松藩の砂糖は、塩及び綿と共に、『讃岐』の 三白と謂われ、徳川時代に於

ける此の藩の主要物産たりしことは、世間周知の事実であるが [下略 ]」（下

線引用者）  

⑥  香川県教育委員会編『新修香川県史』昭和２８年 （ 58）  

「 高 松 藩 で は 頼 重 以来 の 産 業 は 未 だ 消 極的 な 地 方 孤 立 経 済 の域 を 出 な か っ た

の が 、 頼 恭 の 時 に 至つ て 讃 岐 の 産 業 革 命と も 云 う べ き 大 飛 躍を 遂 げ た の で

あ る 。 即 ち 頼 恭 に よっ て 採 り 上 げ ら れ た棉 花 と 砂 糖 の 製 産 は、 後 に 塩 の 算

出 と 共 に 『 讃 岐 三 白』 と 称 さ れ 、 著 名 な国 産 と し て 絶 大 な 発展 を 遂 げ る よ

うになった」（下線引用者）  

 

   「 讃 岐 三 白 」 の 起 源 に つ い て 、 明 治 期 に は 「 古 へ 」「 古 来 」「 往 時 」 と い う

一般的な表現が多く、唯一明治３４年の『讃岐案内』には「中古」「近古」と

い う 文 学 史 の 時 代 区 分 法 が 用 い ら れ て い る が 、 江 戸 時 代 が 起 源 で あ る と 特 定

した表記はなされていない。ところが昭和初期になると急に「徳川時代」「 江

戸 時 代 」 と い う 表 記 が 多 く な っ て く る 。 こ の 背 景 に は 、 明 治 ４ １ 年 の 「 戊 申

詔 書 」 に よ っ て 、 県 内 各 地 に 報 徳 会 が 結 成 さ れ 、 機 関 紙 『 斯 民 』 が 発 行 さ れ

る な ど 、 香 川 県 で 地 方 改 良 運 動 や 郷 土 教 育 が 盛 ん に な っ て い た こ と が 考 え ら

れる （ 54）。その結果、県民の間に郷土意 識が高まり、昭和１ ４年の『総合郷

土 研 究  香 川 縣 』 の 記 述 を 境 と し て 「 讃 岐 三 白 」 の 起 源 が 「 江 戸 時 代 」 に 定

着していったものと推測される。  

３）「讃岐三白」の近世起源説定着の経緯と要因  

 ①民間用語から行政用語へ  

「三白」の初見は、『香川新報』の明治 ２２年７月６日の記事で、「讃岐三白」
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の 初 見 も 同 じ く 『 香川 新 報 』 の 明 治 ３ ２年 １ 月 １ 日 の 記 事 であ っ た 。 い ず れ

も 民 間 で 使 わ れ て いた 用 語 で あ っ た が 、明 治 ３ ２ 年 ７ 月 の 香川 県 実 業 会 本 部

総 会 に お い て 吉 原 三郎 知 事 が 「 実 業 が 発達 し な け れ ば 何 事 もな し え な い 。 本

県 の 物 産 に は 讃 岐 三白 が 見 ら れ た が 、 現今 三 白 中 砂 糖 は 洋 糖に 押 さ れ 、 綿 ま

た然り、僅に食塩あれども、これも外塩輸入のために大打撃を受けつつある。

将来これに代わるべき物産は何であろうか」と演説し、公式の場で初めて「讃

岐 三 白 」 と い う 用 語を 使 用 し た 。 翌 年 の第 ２ 回 通 常 県 会 に おい て も 、 渡 辺 書

記 官 が 「 讃 岐 の 物 産は 昔 、 讃 岐 の 三 白 とし て 綿 ・ 砂 糖 ・ 塩 であ っ た 」 と 答 弁

することに及んで、「讃岐三白」の認知度は急速に高まっていった。さらに香

川県内務部第四課が明治３４年に『讃岐案内』を発刊したことで、「讃岐三白」

は行政用語としても定着し、県民の間に広まっていった。  

②第８回関西府縣聨合共進会の開催  

明 治 ３ ４ 年 の 『 讃 岐案 内 』 に は 、 凡 例 に「 本 書 は 第 ８ 回 関 西府 縣 聨 合 共 進

会 の 開 設 に 際 し 、 本縣 現 在 の 状 勢 を 紹 介せ ん か 為 め 之 を 編 纂す 」 と あ り 、 そ

の 総 説 に は 「 物 産 は食 塩 ・ 砂 糖 及 び 綿 花を 以 て 中 古 讃 岐 の 三白 と 称 し 、 重 要

の物産たりしも [下略 ]」、また實業の砂糖の部にも「近古砂糖・塩・綿の三種

を 以 て 讃 岐 の 三 白 と称 し 、 地 方 主 要 の 物産 と 為 せ り 」 と 紹 介さ れ て い る 。 第

８ 回 関 西 府 県 聯 合 共進 会 は 明 治 ３ ５ 年 （ 1902） ４ 月 １ １ 日 か ら５ 月 ３ ０ 日 ま

で の ５ ０ 日 間 、 高 松市 で 開 催 さ れ 、 ３ ０万 人 の 入 場 者 で 賑 わい 、 香 川 県 の 産

業が全国的に知られるようになった（第８回関西府縣聨合共進会事務報告書）。 

③「讃岐三白」の近世起源説定着の経緯と要因  

「 讃 岐 三 白 」 の 起 源に つ い て は 、 明 治 期の 「 古 へ 」「 古 来 」「往 時 」 な ど と

いう曖昧な表現から、昭和前期になると「徳川時代」「江戸時代」という表現

に 変 わ っ て き て い る。 当 時 の 地 方 改 良 運動 や 郷 土 教 育 の 影 響が あ っ た も の と

考 え ら れ 、 明 治 ４ ３年 （ 1910） に 『 香 川縣 史 』 を 経 て 、 昭 和 １ ４ 年 の 『 総 合

郷土研究  香川縣』に「江戸時代に讃岐三白として全国的に名の知られた塩、

砂糖、綿の内」と記述される頃になると、「讃岐三白」の起源は「江戸時代」

で あ っ た と 定 着 す るよ う に な っ た と 考 えら れ る 。 そ の 結 果 、こ れ 以 後 香 川 県

の 通 史 類 に は 「 江 戸時 代 か ら 讃 岐 三 白 とし て 盛 ん で あ っ た 」と 表 記 さ れ る よ

うになったものと推測される。  
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治 文 献 資 料 刊 行 会 、 昭 和 41 年 、 701 頁 ～ 712 頁 。 古 島 敏 雄 『 資 本 制 生 産 の 発 展

と 地 主 制 』（ 近 代 土 地 制 度 史 研 究 叢 書 ・ 第 1 巻 ） 御 茶 の 水 書 房 、 昭 和 38 年 、 110

頁 ～ 111 頁 、 114 頁 ～ 117 頁 。  

（ 18）床 井 弘 他 編『 日 本 産 物 誌（ 日 本 地 誌 略 物 産 弁 ）』（ 生 活 の 古 典 双 書 21）八 坂 書 房 、

昭 和 54 年 、 157 頁 ～ 158 頁 。  

（ 19） 鎌 田 家 文 書 （ 大 内 郡 湊 村 鎌 田 長 五 郎 ・ 同 虎 太 郎 ）。  

（ 20）「 高 松 商 法 会 議 所 ノ 設 立 」『 純 民 雑 誌 』 38 号 、 明 治 1 3 年 、 明 治 新 聞 雑 誌 文 庫 蔵 。 

（ 21）「 明 治 十 三 年 県 政 事 務 引 継 書 」 愛 媛 県 立 図 書 館 蔵 。 愛 媛 県 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 愛

媛 県 史・資 料 編 近 代 １ 』愛 媛 県 、昭 和 59 年 、 692 頁 。香 川 県 編『 香 川 県 史 11 近

代 ・ 現 代 史 料 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 61 年 、 199 頁 。  

（ 22） 伊 丹 正 博 ・ 細 川 滋 ・ 徳 山 久 夫 『 香 川 県 の 百 年 』 山 川 出 版 社 、 平 成 15 年 、 32 頁 。

香 川 県 編 『 香 川 県 史 ５ 近 代 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 62 年 、 330 頁 。  

（ 23） 愛 媛 県 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 愛 媛 県 史 資 料 編 近 代 ２ 』 愛 媛 県 、 昭 和 59 年 。  

（ 24）『 明 治 16 年 公 文 』 国 立 公 文 書 館 蔵  

（ 25）『 愛 媛 縣 農 談 会 録 事 』 明 治 17 年 6 月 23 日 、 国 立 国 会 図 書 館 蔵 。  

（ 26）『 讃 岐 砂 糖 起 源 沿 革 盛 衰 記 』 鎌 田 共 済 会 郷 土 博 物 館 蔵 。  

（ 27）愛 媛 県 議 会 史 編 さ ん 委 員 会 編『 愛 媛 県 議 会 史 』第 1 巻 、愛 媛 県 議 会 、昭 和 50 年 、

499 頁 。『 県 政 引 渡 演 説 書 』 愛 媛 県 立 図 書 館 蔵 。  

（ 28） 岡 田 唯 吉 『 三 白 井 上 甚 太 郎 翁 』 昭 和 5 年 、 鎌 田 共 済 会 博 物 館 蔵 。 和 田 仁 氏 よ り

ご 教 示 。 弘 化 2 年 生 ま れ で 明 治 38 年 没 、 61 歳 。  

（ 29）「 香 川 新 報 」第 72 號 、明 治 22 年 7 月 6 日 。『 明 治 ２ ２ 年 香 川 縣 統 計 書  全 』（ 明

治 23 年 6 月 識 す ）に は「 各 郡 通 シ テ 土 壌 赭 黒 ニ シ テ 埴 ク 肥 沃 ニ シ テ 穀 類 及 他 ノ

物 産 ニ 富 ミ 、 最 モ 甘 蔗 ニ 適 シ 砂 糖 ノ 産 出 頗 ル 多 シ 」 と あ り 、 こ の 時 点 で は ま だ

香 川 県 当 局 も 県 の 特 産 品 に つ い て 「 讃 岐 三 白 」 な ど と 特 別 に 取 り 上 げ る こ と は

し て い な い 。  

し か し 、愛 媛 県 で は「 愛 媛 新 報 」（ 明 治 22 年 3 月 10）に「 本 縣 の 三 物 産  目

下 縣 下 に 於 て 新 た に 起 る べ き 三 物 産 と し て 頭 角 を 顕 は せ し も の 」 と し て 桑 樹 ・

三 椏 ・ 葡 萄 を 挙 げ 、「 三 物 産 」 と い う 言 い 方 を し て い る 。  

（ 30） 梶 原 竹 軒 監 修 『 増 補 改 訂 讃 岐 人 名 辞 書 』 藤 田 書 店 、 昭 和 48 年 、 365 頁 。 竹 内 銭

嶺 、名 は 長 政 、通 常 全 吾 。天 保 4 年 生 ま れ で 、明 治 34 年 に 没 す 。年 ６ ９ 。こ の

間 、 詩 歌 を 嗜 み 、 奥 村 潔 、 江 川 溶 平 、 秦 象 朔 、 岡 内 禎 二 ら と 、 詩 歌 会 を 設 け 、

風 雅 の 清 遊 を 楽 し ん だ 。 著 書 に 『 銭 嶺 翁 詩 集 』 が あ る （ 綾 南 町 誌 編 纂 委 員 会 編

『 綾 南 町 誌 』綾 南 町 、平 成 10 年 ）。中 前 六 次 郎 は 、明 治 23 年 5 月 6 日 か ら 同 27

年 5 月 2 日 ま で 冨 熊 村 の 収 入 役 を 務 め て い る（ 綾 歌 町 教 育 委 員 会 編『 綾 歌 町 史 』

綾 歌 町 、 昭 和 51 年 ）。  

（ 31）「 香 川 新 報 」第 45・ 46 號 、明 治 22 年 6 月 5,6 日 、綾 歌 町 教 委 員 会 編『 綾 歌 町 史 』
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綾 歌 町 、 昭 和 51 年 、 549 頁 。  

（ 32） 前 掲 書 （ 28）  

（ 33） 井 上 甚 太 郎 『 讃 岐 前 途 之 経 済 』 井 上 甚 太 郎 、 明 治 24 年 。  

（ 34）「 井 上 君 追 憶 之 碑 」（ 坂 出 市 久 米 町 鳥 洲 神 社 ） 坂 出 市 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 坂 出 市

史 ・ 資 料 』 坂 出 市 、 昭 和 63 年 。 日 柳 燕 石 も 「 三 白 」 と 号 し た が 、 そ れ は 皛 酒 約

の「 蓋 言 其 三 白 也 」の 三 白 か ら 取 っ た も の で あ る（ 相 原 言 三 郎『 日 柳 燕 石 研 究（ 其

の 二 ）』 私 家 版 、 昭 和 42 年 ）。  

（ 35） 香 川 県 編 『 香 川 県 史 ５ 近 代 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 62 年 、 549 頁 。  

（ 36） 梶 原 猪 之 松 編 輯 『 多 可 満 都 』 完 、 香 川 新 報 社 印 刷 所 、 明 治 33 年 。  

（ 37） 香 川 県 議 会 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 香 川 県 会 史 ・ 上 巻 』 香 川 県 議 会 事 務 局 、 平 成 11

年 、 699 頁 。  

（ 38） 香 川 縣 内 務 部 第 四 課 『 讃 岐 案 内 』 香 川 縣 、 明 治 34 年 、 2 頁 、 13 頁 。  

（ 39）『 第 四 回 明 治 三 十 五 年 香 川 縣 通 常 縣 会 議 事 速 記 録 』 第 10 号 、明 治 35 年 、香 川 県

立 図 書 館 蔵 。  

（ 40）『 第 七 回 明 治 三 十 八 年 香 川 縣 通 常 縣 会 議 事 速 記 録 』 香 川 県 立 図 書 館 蔵 、 187 頁 ～

188 頁 。香 川 県 編『 香 川 県 史 11 近 代 ・ 現 代 史 料 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 61 年 、 725 頁

～ 726 頁 ．  

（ 41）農 商 務 省 編『 明 治 期 各 府 県 産 業 実 態 調 査 報 告 ４ 』東 洋 書 林 、明 治 40 年 、302 頁 。  

（ 42）「 明 治 三 十 七 、 八 年 戦 役 ニ 関 ス ル 香 川 県 記 録 」 明 治 41 年 、 琴 南 町 美 合 支 所 蔵 。

香 川 県 編 『 香 川 県 史 11 近 代 ・ 現 代 史 料 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 61 年 、 869 頁 。  

（ 43） 香 川 縣 編 『 香 川 縣 史 』 第 3 篇 ・ 上 巻 、 名 著 出 版 、 明 治 43 年 、 12 頁 、 402 頁 。  

（ 44）『 第 三 回 明 治 三 十 四 年 香 川 縣 通 常 県 会 議 事 速 記 録 』 第 四 号 （ 香 川 県 立 図 書 館 蔵 ）

に は 「（ 中 西 孫 太 郎 君 ） [前 略 ]米 ノ 如 キ ハ 一 大 特 有 物 産 デ ア ッ テ 香 川 縣 ノ 命 脈 ヲ

繋 グ ハ 米 ノ 外 ニ ハ ナ イ 」 と あ り 、 岩 部 亀 士 『 讃 岐 糖 業 之 過 去 未 来 』（ 明 治 35 年 ）

に も「 蓋 し 我 が 香 川 県 に し て 毎 年 百 万 円 以 上 の 産 額 あ る 物 産 は 、米・麦・食 塩 ・

砂 糖 を 措 て 其 の 他 に 幾 許 か あ る 」 と あ り 、 米 が 依 然 と し て 香 川 県 に お い て は 重

要 な 特 有 物 産 と さ れ て い た 。  

(45） 香 川 県 議 会 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 香 川 県 会 史 ・ 上 巻 』 香 川 県 議 会 事 務 局 、 平 成 11

年 、 178 頁 ～ 181 頁 。 明 治 43 年 の 『 香 川 縣 史 』 で は 、 そ れ ぞ れ 三 度 の 置 県 を 始

置 、 再 置 、 三 置 と 区 別 し て 表 現 し て い る 。  

（ 46）「 香 川 県 再 置 の 祝 ひ 」『 豫 讃 新 報 』 明 治 21 年 12 月 7 日 。  

（ 47） 香 川 県 農 業 史 編 纂 員 会 編 『 香 川 県 農 業 史 』 香 川 県 農 業 改 良 普 及 会 、 昭 和 52 年 、

114 頁 ～ 116 頁 。 辻 唯 之 『 明 治 期 の 香 川 県 農 業 』 香 川 大 学 短 期 大 学 部 、 昭 和 62

年 。河 野 一 夫「 讃 岐 甘 蔗 糖 業 の 崩 壊 ― 得 に 明 治 中 期 以 後 の 状 態 に つ き て ― 」『 地

理 学 』 第 8 巻 第 5,6 号 、 昭 和 15 年 。  

（ 48）愛 媛 県 議 会 史 編 さ ん 委 員 会 編『 愛 媛 県 議 会 史 』第 1 巻 、愛 媛 県 議 会 、昭 和 50 年 。

香 川 県 編 『 香 川 県 史 ５ 近 代 Ⅰ 』 香 川 県 、 昭 和 62 年 、 351 頁 ～ 352 頁 。  

（ 49）明 治 10 年 代 半 ば 頃 か ら「 衰 頽 挽 回 ス ル 」と い う 言 葉 が 多 く 出 て く る 。（ 例 ）「 県

下 産 物 ノ 衰 頽 ヲ 挽 回 セ ン ト ス ル ノ 大 事 業 ナ リ 」（ 明 治 15 年 愛 媛 県 通 常 県 会 「 厦

門 砂 糖 伝 習 留 学 生 議 案 発 附 ノ 建 議 」 愛 媛 県 議 会 史 編 さ ん 委 員 会 編 『 愛 媛 県 議 会

史 』 第 １ 巻 、 愛 媛 県 議 会 、 昭 和 50 年 ）「 讃 岐 国 に あ っ て は 輸 入 を 防 ぎ 得 べ き 第

一 等 の 地 位 に 立 つ 所 の 糖 業 を 盛 な ら し め ば 多 年 を 出 で ず し て 皇 國 の 衰 頽 を 挽 回

す る を 鏡 に か け て 見 る が 如 し 」（「 砂 糖 に 就 て の 話 」『 愛 媛 縣 農 談 会 録 事 』明 治 18

年 、 国 立 国 会 図 書 館 蔵 ）。  

    明 治 24 年 10 月 1 日 に は 香 川 県 食 塩 品 評 会 が 開 場 さ れ 、 そ の 式 辞 で 谷 森 真 男

香 川 県 知 事 は 「 本 縣 下 特 有 ノ 物 産 ハ 古 来 砂 糖 ・ 食 塩 ノ ニ 品 ヲ 以 テ 最 ト セ リ 而 シ

テ 砂 糖 ハ 近 時 海 外 通 商 ノ 道 開 ク ル ニ 従 ヒ 漸 次 外 品 ノ 輸 入 ニ 壓 セ ラ レ 価 格 日 ニ 低

落 シ 産 額 年 ニ 減 殺 ス ル ノ 景 況 ニ ア ル ニ 拘 ラ ス 独 リ 食 塩 ノ 需 用 ハ 日 ヲ 遂 テ 類 繁 ニ

趣 キ 塩 田 ノ 反 別 ハ 製 塩 ノ 産 額 ト 倶 ニ 増 加 ス ル ノ 傾 向 ア ル ハ （ 中 略 ） 茲 ニ 食 塩 品

評 会 ヲ 開 設 シ 廣 ク 縣 下 ノ 製 塩 ヲ 一 場 ニ 羅 列 シ 其 精 粗 優 劣 ヲ 品 評 シ 以 テ 塩 業 ノ 改
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良 ヲ 図 ラ ン ト ス 」 と 述 べ て い る （『 香 川 縣 食 塩 品 評 会 報 告 書 』 香 川 縣 、 明 治 24

年 、 36 頁 ～ 37 頁 ）。  

    明 治 29 年 7 月 に 高 松 市 時 和 園 で 行 わ れ た 香 川 県 勧 業 会 で も「 我 邦 綿 花 ノ 輸 入

ハ 貿 易 品 中 ニ 於 テ 最 モ 恐 ル ヘ キ 一 大 敵 ニ シ テ 其 増 加 ノ 形 勢 ハ 昨 廿 八 年 ニ 至 リ テ

実 ニ 貳 千 百 五 拾 万 圓 ノ 多 キ ニ 達 シ タ リ 然 ル ニ 本 縣 ノ 地 勢 ヲ 考 フ ル ニ 畑 地 甚 タ シ

ク シ テ 棉 作 適 当 ノ 地 又 頗 ル 多 シ 棉 作 改 良 之 方 法 ヲ 謀 ル ハ 目 下 ノ 急 務 ト ス ル ハ

喋 々 ヲ 要 セ ス 」と 議 員 か ら の 建 議 が あ っ た（『 香 川 県 勧 業 会 記 録 』香 川 県 庁 、明

治 29 年 、 6 頁 ）。  

    明 治 33 年 4 月 10 日 に 高 松 市 の 興 正 寺 別 院 で 開 催 さ れ た 第 4 回 四 国 実 業 区 大

会 に お い て 、 実 業 会 中 央 本 部 監 督 前 田 正 名 は 祝 辞 で 香 川 県 の 実 状 に つ い て 「 現

に 香 川 県 の 重 要 産 物 た る 三 白 は 、 今 日 如 何 の 状 態 を か 持 て る 皆 大 打 撃 を 蒙 り 打

死 の 姿 な り 皆 之 れ 外 敵 の 為 に 破 ら れ し な り 然 る に 地 方 の 人 々 は 党 派 的 感 情 に 騙

ら れ て 善 後 の 策 を 講 せ す 営 に 是 れ の み な ら ず 総 て 農 業 は 外 敵 の 為 に 破 ら れ 二 百

八 十 町 歩 の 米 も 、綿 も 、大 豆 も 、砂 糖 も 皆 打 ち 破 ら れ 居 る 」と 述 べ て い る（『 第

4 回 四 国 実 業 区 大 会 報 告  全 』 香 川 県 実 業 会 、 明 治 33 年 、 11 頁 ）。  

（ 50）辻 唯 之 『 明 治 期 の 香 川 県 農 業 』香 川 大 学 短 期 大 学 部 、昭 和 62 年 。 香 川 大 学 経 済

研 究 所 編 『 戦 前 香 川 の 農 業 と 漁 業 』 香 川 大 学 経 済 学 会 、 昭 和 41 年 。  

（ 51） 移 植 大 工 業 優 先 策 を と る 松 方 正 義 に 対 し て 、 前 田 正 名 は 我 が 国 最 初 の 体 系 的 な

政 策 構 想 で あ る 『 興 行 意 見 』 を ま と め て 地 方 産 業 優 先 策 （ 下 か ら の 産 業 化 ） の

必 要 性 を 説 き 、 地 方 産 業 振 興 運 動 を 始 め た 。 こ の 運 動 は 、 地 方 産 業 の 業 種 別 組

織 化 を 軸 と す る 下 か ら 上 へ の 縦 の 地 方 産 業 振 興 運 動 と 、 地 域 ご と の 横 へ の 拡 が

り を め ざ し た 町 村 是 運 動 が 表 裏 一 体 の も の と し て 進 め ら れ た 。 大 霞 会 編 『 内 務
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